
掲載先：

～新技術の登録の前に～
https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubhelp/pubhelp

　　　「公共工事等における新技術活用スキーム」実施要領

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubhelp/pubhelp
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「公共工事等における新技術活用スキーム」実施要領<抜粋＞

※公共工事等⇒国交省の直轄工事

従来技術との比較項目について

比較項目は６項目

・経済性

・工程

・品質

・安全性

・施工性

・周辺環境への影響



Ｐ１０～１１

https://www.netis.mlit.go.jp/InternalNETIS/Files/Manual/16/ukestukeitiran.pdf

申請窓口一覧：

「同一技術」については、現在関係ないと思っていても、今後の商品改良や商品開発等で、

「現在の登録技術と別にこちらの新しく開発した技術を登録したいんですが～」となった場合

に、とても重要な部分になります。よって、新技術の適用範囲、適用効果は細かく記載するこ

とをオススメしております。

従来技術が直轄工事において標準的に使用されている

技術であるというのが分かる資料

https://www.netis.mlit.go.jp/InternalNETIS/Files/Manual/16/ukestukeitiran.pdf
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